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第 1 章 計画策定の趣旨と位置付け 
 

  計画策定の趣旨 

当企業団では、安全で良質な水道水を安定的に送り続けるため、平成２８年(2016

年)３月に１０か年を計画期間とする「水道事業マスタープラン」を策定し、５年経過

後の令和３年（2021 年）３月に（後期見直し）として改訂するなど、計画的な水道事

業経営に努めてきました。 

近年では、人口減少や節水型機器の普及等により水需要が減少する一方、頻発する

地震や風水害などの自然災害に備えるための水道施設の耐震化・老朽化対策が必要と

なるなど、水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

このような状況を踏まえ、国土交通省が５０年、１００年後の将来を見据えた水道

の理想像や方策等を示した「新水道ビジョン」を公表し、また、総務省は全国の地方

公共団体に対して、公営企業の中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定

し、経営基盤の強化と経営マネジメントの向上に取り組むことを要請しました。 

当企業団では、引き続き、計画的・戦略的に水道事業経営に取り組んでいくため、

令和７年度（2025 年度）に計画期間が終了となる「水道事業マスタープラン」に続く

計画として、これまでの事業の進捗状況や将来の水需要の動向、社会情勢の変化等を

踏まえ、令和８年度（2026 年度）から令和１７年度（2035 年度）の１０か年を計画期

間とする「水道事業マスタープラン 2026」（以下、本計画という）を新たに策定しま

した。 
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  計画の位置付けと期間 

本計画は、当企業団における水道事業経営の基本的な方針を示すものです。その内

容は、将来の水需要や多額の資金を必要とする施設等の耐震化・老朽化対策など、近

年の水道事業を取り巻く環境の変化を踏まえたものとし、国土交通省が全国の水道事

業者に作成を要請している「水道事業ビジョン」として位置付けるとともに、総務省

が全国の地方公営企業に策定を要請している中長期的な経営の基本計画である「経営

戦略」の内容を含むものとします。 

「経営戦略」のうち「投資・財政計画」については、国土交通省が推奨するアセッ

トマネジメントの手法により、今後６０年間の施設の更新等をまとめた「水道施設総

合管理計画（令和７年度改訂版）」を基礎資料として活用しました。 

本計画の計画期間は、令和８年度（2026 年度）から令和１７年度（2035 年度）まで

の１０年間とし、「経営戦略」の期間についても、本計画と同様の期間とします。 
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第 2 章 水道の概要 
 

  水道事業の概要 

当企業団は、越谷市及び松伏町を給水区域とし、昭和４４年(1969年)４月に発足し

ました。当時の計画給水人口は145,000人、計画１日最大給水量は41,000m3でした。 

全国的に水道の整備が進む中、当企業団の給水区域においても、高度経済成長に伴

う人口急増や生活水準の向上により水需要が増加したため、昭和４６年(1971年)３月

には第１回拡張事業計画を実施しました。この時点で、計画給水人口は240,000人、計

画１日最大給水量は103,200m3となりました。その後、二度にわたる拡張事業を実施し、

平成４年(1992年)３月には計画給水人口を371,500人、計画１日最大給水量を

181,700m3とする第３回拡張事業計画変更の認可を受け、拡大する水需要に対応して

きました。また、令和４年（2022年）１月には水需要の変動等を勘案し、計画給水人

口を376,500人、計画１日最大給水量を115,900m3とする水道事業経営の変更届出を行

いました。 

財政面においては、料金改定を平成１６年(2004年)４月に実施して以降、健全性を

維持しており、安定的かつ持続可能な水道事業経営を行っています。 

 

 

事業名 認可（届出）年月 計画給水人口 計画１日最大給水量 

創設事業 昭和44年(1969年) ３月 145,000 人 41,000m3 

第１回拡張事業 昭和46年(1971年) ３月 240,000 人 103,200m3 

第２回拡張事業 昭和52年(1977年) ４月 281,000 人 131,600m3 

第３回拡張事業 平成 2 年(1990年) ３月 354,000 人 161,000m3 

第３回拡張事業変更 平成 4 年(1992年) ３月 371,500 人 181,700m3 

水道経営変更届出

（軽微な変更） 
令,和  4 年(２０２２年)１月 376,500 人 115,900m3 

水道事業の沿革 
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  水道事業の現状 

  給水人口と総配水量 

当企業団の給水人口は令和２年度（2020 年度）をピークに減少を続け、令和６年度

（2024 年度）末で 369,676 人となっています。今後も減少が続き、令和１２年度（2030

年度）末には 359,079 人、令和１７年度（2035 年度）末には 347,411 人になると見込

まれます。 

また、総配水量についても、ライフスタイルの変化や節水型機器の普及等により、

将来においても減少傾向が続くものと見込まれます。 

 

 

 
 

 
 

※将来の給水人口は、越谷市及び松伏町の総合振興計画における今後の人口見通しに 
基づき推計しています。 
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  施設の状況 

当企業団では、埼玉県企業局から購入している県水と地下水（自己水）を水源とし、

５つの浄・配水場からお客様に水道水を供給しています。その配水能力は合わせて

180,000m3/日を有しており、浄・配水場等の水道施設は、地震や風水害等の自然災害

等に耐え得るよう順次、耐震化工事等を実施しています。 

また、配水管についても、自然災害等に備え、耐久性の高いダクタイル鋳鉄管等に

更新を進めており、令和６年度（2024 年度）末総延長は 1,286km（導・配水管合計）

で、耐震管率 51.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

水源 
河川水（約９割） 

地下水（約１割） 

浄・配水場 ５施設 

配水池 １３池 

配水能力 180,000m3/日 

管路総延長 

（導・配水管） 
1,２８６km 

  

施設の概要（令和６年度末時点） 
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施設名 建設時期等 主な施設・設備 主な役割

企業団本庁舎
昭和55年(1980年)7月

竣工

・事務室
・中央管理室
（監視・遠隔操作装置、
　その他の管理設備）
・非常用電源設備

・事務の執行
・浄・配水場（5か所）の
　運転状況の監視

築比地浄水場
昭和49年(1974年)4月

通水

・深井戸４井
・管理棟
・除鉄・除マンガン装置
・配水池
（RC造7,500㎥,
　PC造10,500㎥）
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・電気設備、その他

・浄水能力
　6,000㎥/日×２池
・配水能力
　44,000㎥/日

北部配水場
平成22年(2010年)4月

通水

・管理棟
・配水池
（PC造6,000㎥）
・配水ポンプ
・太陽光発電設備
・電気設備、その他
・防災倉庫

・配水能力
　10,000㎥/日

南部浄水場
昭和41年(1966年)2月

通水

・深井戸６井
・管理棟
・除鉄・除マンガン装置
・配水池
（RC造6,000㎥,
　PC造3,000㎥）
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・電気設備、その他

・浄水能力
　10,000㎥/日×２池
・配水能力
　25,000㎥/日

東部配水場
昭和56年(1981年)5月

通水

・管理棟
・配水池
（PC造15,000㎥）
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・電気設備、その他

・配水能力
　29,000㎥/日

西部配水場
平成7年(1995年)7月

通水

・管理棟
・配水池
（PC造36,000㎥）
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・小水力発電設備
・電気設備、その他
・防災倉庫

・配水能力
　72,000㎥/日

主要施設の概要 
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  経営状況、水道料金 

人口の減少や節水型機器の普及等による水需要の減少により給水収益が減少して

いることから、水道水１m3あたりに換算した料金収入を示す「供給単価」も減少傾向

にあります。一方、費用は浄・配水場施設等や配水管の耐震化・老朽化対策に伴う減

価償却費の上昇等によって増加傾向にあり、水道水１m3の給水に係る費用を示す「給

水原価」も増加傾向にあります。 

現在は「給水原価」が「供給単価」を下回っており、給水に必要な費用を料金収入

によって賄うことができていますが、今後も、水道施設の耐震化・老朽化対策に多額

の費用が必要となることや、給水収益の減少も見込まれることから、効率的・効果的

な水道事業経営がより一層求められます。 
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  現状評価 

ここでは、前計画に掲げた各種施策を基に、これまでの取り組みによる成果や現状

を「強靱」、「安全」及び「持続」の観点から評価します。定量的な評価が可能なもの

については、「水道事業ガイドライン」の業務指標等を用いて評価しました。 
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  強靱で安定した水道事業の構築を目指して 

1-1 水道施設の規模適正化と強靭化 

（1） 浄・配水場施設等の規模適正化と更新 

（2） 配水管の耐震化と更新 

 
 水需要の減少等に伴い南部浄水場を廃止する方針を決定しました。この廃止

に伴う配水量の区域内配分と運用方法の変更に対応するため、令和４年度

（2022 年度）より西部配水場の建築・付帯設備・電気・機械及び監視制御設

備の更新を実施しました。 

 企業団庁舎は計画的な改修・更新を着実に実施しており、令和３年度（2021

年度）に無線機器設備を更新しました。また、令和６年度（2024 年度）から

令和７年度（2025 年度）にかけて給排水衛生設備の更新を実施しました。 

 管路更新計画に基づき、基幹管路及び老朽化が進む非耐震管が集中する地区

の配水管を中心に更新工事を実施するなど配水管網の強化を図り、令和６年

度（2024 年度）における基幹管路の耐震適合率は 35.7％、小口径の配水管を

含む管路の耐震管率は 51.4％となり目標値を達成しました。 

 

 

1-2 危機管理対策の充実 

（１） 応急給水体制の充実 

（2） 危機管理訓練の実施 

（3） 災害用資機材等の計画的な備蓄 

（４） 情報セキュリティ対策等の強化・徹底 

 

 災害発生時の協力体制を関係団体間で構築するため、日本水道協会による相

互応援協定の締結や緊急時における燃料、薬品、資材等確保のため、各事業

者と協定を締結し危機管理体制の強化を図りました。また、災害時に受水槽

内の水道水を有効活用するため、越谷市及び松伏町は避難所となる小中学校

等の受水槽に非常時専用の蛇口を設置し、応急給水体制の強化を図りました。 

 自然災害等が発生した際に迅速かつ適切な行動がとれるよう、発災を想定し

た危機管理訓練を実施し、職員の防災意識の高揚と初動体制の確立に努めて

います。また、越谷市及び松伏町等で行われている防災訓練、情報伝達訓練

等にも積極的に参加しました。 

 応急給水・応急復旧に使用する資材、工具、器具等の災害用資機材等につい

ては、随時数量及び状態の点検を実施しており、適正な管理を行うとともに、

保管場所の最適化と管理の効率化を図りました。 
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 全ての職員に対して情報セキュリティ研修を実施し、情報セキュリティに対

する職員意識の向上を図りました。また、事故対策委員会や情報セキュリテ

ィ委員会の適正な運営、情報セキュリティーポリシーや共通実施手順等の制

定・改訂により企業団内の体制を整備し、情報漏えいの防止を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(R3) (R6)

浄水施設の
耐震化率

％
（耐震対策の施された浄水施設能力／
全浄水施設能力）×１００

↑ 37.5 37.5

配水池の耐震化率 ％
（耐震対策の施された配水池有効容量／

配水池有効容量）×１００
↑ 67.9 67.9

法定耐用年数
超過設備率

％
（法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備などの

合計数／機械・電気・計装設備などの合計数）×１００
↓ 38.8 51.0

管路の耐震管率 ％ （耐震管延長／管路延長）×１００ ↑ 49.7 51.4

基幹管路の
耐震適合率

％
（基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長／
基幹管路延長）×１００

↑ 34.9 35.7

重要給水施設配水管

路の耐震適合率
％

（重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある

管路延長／重要給水施設配水管路延長）×１００
↑ 55.0 48.9

災害対策訓練
実施回数

回/年 年間の災害対策訓練実施回数 ↑ 16 23

単位 評価方法
望ましい

方向

実績値

強
靭
で
安
定
し
た
水
道
事
業
の
構
築
を
目
指
し
て

評価指標

💧定量評価 ～強靱で安定した水道事業の構築を目指して～ 

 

??  表の見方

R3 R6

↑：高い方がよい

↓：低い方がよい

実績値

単位項目（注） 算定方法 算定値算定値

望ましい方向評価方法単位評価指標
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  安全な水の給水を目指して 

2-1 水質検査の徹底 

（1） 水安全計画の適正な運用 

（2） 水質管理 

（3） 水質検査体制の充実 

 

 水源から蛇口までの全ての段階における包括的なリスク評価と管理を定めた

「水安全計画」を適正に運用し、安全な水道水を供給しました。 

 毎年度策定する「水質検査計画」に基づく検査により、水質管理の徹底と検

査精度・信頼性の向上を図り、安全な水道水を供給しました。 

 緊急時（水質事故等）の迅速な検査の実施に向けて、平成２８年度（2016 年

度）に埼玉県と「水質事故等の発生時における水質検査の連携に関する協定

書」を締結しています。 

 老朽化した水質検査機器や末端水質監視装置は、水道施設総合管理計画に基

づき計画的に更新を行い、適正な水質管理に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 良質な水道水の維持 

（1） 直結給水の普及 

（2） 配水管の洗浄 

（3） 貯水槽水道維持管理の促進 

（４） 給水装置工事事業者の管理徹底と指定給水材料の適正化 

 

 安全で良質な水道水をお届けするため、３階建て建物への「直結直圧給水」

やマンション（１５階程度以下）などの建物への「直結増圧式給水」による

「直結給水方式」の普及促進を図りました。 

 平成２８年度（2016 年度）から１０か年を計画期間とする配水管の洗浄計画

に基づき、延べ 1,057 ブロックの配水管洗浄を実施した結果、水質の向上が

見られ、水質低下による通報が減少しました。 
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??  表の見方

R3 R6

↑：高い方がよい

↓：低い方がよい

実績値

単位項目（注） 算定方法 算定値算定値

望ましい方向評価方法単位評価指標

 マンションなどの集合住宅で貯水槽を使用している場合、貯水槽水道の適切

な維持管理が重要となることから、その設置者に対して、清掃・点検・水質

検査等の維持管理に関する周知・啓発を行い、適切な維持管理を促進しまし

た。 

 お客様へ安全で良質な水道水を安定的にお届けするためには、適切な給水装

置工事の施工が重要となることから、施工技術の向上や指定給水材料に関す

る正しい知識の習得を目的に「給水装置工事事業者講習会」への受講を促進

しました。 

 

 

 

 

 

 

(R3) (R6)

管理目標達成率 ％ 管理目標達成項目数／水質基準項目数×１００ ↑ 94.1 94.1

検査項目数 ー 水質検査計画に基づく検査項目数 ー 81 82

給水栓の

水質基準適合率
％ 水質検査適合数／全検査数×１００ ↑ 100.0 100.0

緊急時（水質検査
事故時）対応の協定

％ 協定の締結状況（継続・見直しを含む）：１００％ ー 100.0 100.0

経年化
水質検査機器率

％
（経年化年数を超えている水質検査機器数／
水質検査機器総数）×１００

↓ 18.8 18.8

配水管洗浄実施率 ％
配水管洗浄実施ブロック数／
配水管洗浄計画ブロック数×１００

↑ 63.2 94.5

貯水槽水道指導率 ％ （貯水槽水道指導件数/貯水槽水道数）×１００ ー 83.4 99.7

安
全
な
水
の
給
水
を
目
指
し
て

評価指標 単位 評価方法
望ましい

方向

実績値

💧 定量評価 ～安全な水の給水を目指して～ 
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  持続可能な水道事業経営を目指して 

3-1 経営の効率化 

（1） 経費の節減 

（2） 外部委託等による官民連携の推進 

（3） 組織・定員の適正管理 

（4） 広域化に向けた連携 

（5） 「デジタル化」による業務の推進 

（６） アセットマネジメントによる効率的な経営 

 

 給水人口の減少等により水需要及び給水収益が減少する中、経営の効率化を

図るため、検針等委託において給水開始及び中止精算業務等を一元化して委

託するなど、業務の効率化及び委託費用の削減を行うとともに、各業務内容

の見直しを行い定員の適正化を図りました。 

 令和５年（2023 年）１月より、使用水量等の確認や水道の開始・中止の申し

込みなどの手続きがスマートフォンやパソコンから可能な「水道マイページ」

を導入し、ペーパーレス化及びデジタル化を推進するとともに、お客様サー

ビスの向上を図りました。 

 埼玉県水道ビジョンに基づき「埼玉県水道広域化実施検討部会（第２ブロッ

ク）」（越谷・松伏水道企業団、草加市、三郷市、八潮市、吉川市及び埼玉

県企業局）において、広域化に向けた方策について調査・検討を行いました。 

 今後増加が見込まれる浄・配水場施設等や配水管の更新需要に対応するため、

水道施設総合管理計画に基づき、配水管のダウンサイジング、水道配水用ポ

リエチレン管や高効率設備の採用による工事費用等の削減と適切な維持管理

により、施設等のライフサイクルコストの低減を図り、計画的・効率的な施

設整備を実施しました。 

 

 

3-2 水道利用者（お客様）とのコミュニケーション 

（1） 水道事業の理解に向けた啓発 

（２） 広報広聴活動の充実 

 

 水道事業への理解と関心を深めていただけるよう、「越谷市民まつり」や「ま

つぶし町民まつり」などの各種イベントへの参加や「親子水道教室」や「水

道図画コンクール」を主催するなど、PR キャラクター「こしまつくん」とと

もに水道事業に対する普及啓発を図りました。 
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 水道だよりや、水道マイページでの情報提供をはじめ、X（旧 Twitter）を活

用し（令和４年（2022 年）１月開設）、イベントや災害情報等をリアルタイ

ムに発信するとともに、YouTube（令和４年（2022 年）３月開設）に企業団 PR

動画を掲載するなど積極的に情報発信しました。 

 

 

3-3 給水収益の確保 

（1） 料金収納方法の多様化 

（２） 料金体系見直しの調査検討 

 

 スマートフォン決済アプリによる支払方法の拡充や水道マイページの導入に

併せてクレジットカードでのお支払い（継続払い）を開始し、料金収納方法

の多様化を図りました。 

 給水収益が減少する一方、施設の更新費用等の増加が見込まれる中でも、引

き続き、健全な水道事業を運営していくため、他団体の料金水準に係る情報

を収集するなど、適正な料金水準等について調査・検討しました。 

 

 

3-４ 人材の育成と技術の継承 

（１） 職員の技術水準の確保 

 

 水道事業経営の担い手である職員の人材育成と技術水準を確保するため、「越

谷・松伏水道企業団研修計画」に基づく職員研修や（公社）日本水道協会等

の外部研修を活用するとともに、OJT にも積極的に取り組むことにより、効

率的・効果的な職員研修を実施しました。 

 

 

3-5 環境への配慮 

（１） エネルギー消費量の削減 

（２） 環境に配慮した行動の推進 
 

 西部配水場の小水力発電設備や北部配水場の太陽光発電設備といった既存の

再生可能エネルギー設備を活用するとともに、設備更新時には省エネルギー

設備を導入することにより、環境にやさしい事業運営に努めました。 

 環境負荷の低減を全庁的な取組事項として位置付け、情報共有や意識啓発、

行動決定など企業団全体で様々な取り組みを行いました。 
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(R3) (R6)

施設利用率 ％ （一日平均配水量／施設能力）×１００ ↑ 67.6 65.1

設備点検実施率 ％
（点検機器数／機械・電気・計装機器などの合計数）
×１００

↑ 76.3 69.6

有収率 ％ （年間有収水量／年間配水量）×１００ ↑ 98.7 96.9

給水収益に対する
職員給与費の割合

％ 職員給与費／給水収益×１００ ↓ 11.9 12.9

対前年度
PRｷｬﾗｸﾀｰ活用率

％
（当年度使用実績（延べ回数）／
前年度使用回数（延べ回数））×１００

↑ 125.0 125.0

対前年度
施設見学実施率

％
（当年度見学者数／（当年度給水人口/１０００）／（前年度見
学者数／（前年度給水人口／１０００）））×１００

↑ 434.6 264.6

対前年度
広報誌による情報提供
率

％
（当年度における広報紙などの配布部数/
当年度給水件数）／（前年度における広報紙などの
配布部数/前年度給水件数））×１００

↑ 94.1 94.6

対前年度
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ率

％
（当年度におけるホームページアクセス回数／
前年度におけるホームページアクセス回数）×１００

↑ 93.9 119.6

料金収納率 ％ （年度末未納料金総額／総料金収入額）×１００ ↑ 99.0 99.0

料金回収率 ％ （供給単価／給水原価）×１００ ↑ 115.2 109.7

外部研修時間 時間/人
（職員が外部研修を受けた時間×受講人数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／全職員数

↑ 5.5 7.3

内部研修時間 時間/人
（職員が内部研修を受けた時間×受講人数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／全職員数

↑ 9.3 12.0

水道技術に関する
資格取得度

件/人
職員が取得している水道技術に関する資格数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／全職員数

↑ 1.44 1.40

配水量１㎥当たり
電力消費量

kWh/㎥ 電力使用量の合計／年間配水量 ↓ 0.15 0.16

再生可能エネルギー
利用率

％
（再生可能エネルギー設備の電力使用量
　　　　　　　　　　／全施設の電力使用量）×１００

↑ 9.49 2.16

配水量１㎥当たり
二酸化炭素排出量

g-CO2/㎥ （二酸化炭素排出量／年間配水量）×１０⁶ ↓ 77.7 70.6

評価指標 単位 評価方法
望ましい

方向

持
続
可
能
な
水
道
事
業
経
営
を
目
指
し
て

実績値

💧 定量評価 ～持続可能な水道事業経営を目指して～ 

 

??  表の見方

R3 R6

↑：高い方がよい

↓：低い方がよい

実績値

単位項目（注） 算定方法 算定値算定値

望ましい方向評価方法単位評価指標
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回答件数 回答割合

1 水道料金が多少上がっても必要な耐震化や老朽化対策を実施すべき 424 45.4%

2 できるだけ水道料金は上げずに最低限の範囲で耐震化や老朽化対策を実施すべき 481 51.5%

3 漏水や断水などが発生するまで耐震化や老朽化対策を実施する必要はない 5 0.5%

4 その他 10 1.1%

無 無回答 14 1.5%

計 934

質問事項

 水道利用者（お客様）のニーズ 

  お客様意識調査結果 

水道に対するニーズ等を把握するため、一般家庭を中心とした水道利用者から無作

為で対象を抽出し、令和６年(2024年)１１月にお客様意識調査（アンケート調査）を

実施しました。 

調査方法 郵送・WEB 

発送数 2,000 件 

郵送結果 6６6 件 

WEB 結果 26８件 

計 934 件 

回答率 46.7% 

 水道管や水道施設の耐震化・老朽化対策について 

水道施設の耐震化・老朽化対策に係る意見では、「できるだけ水道料金は上げずに

最低限の範囲で耐震化や老朽化対策を実施すべき」の 51.5％が最も多く、次いで「水

道料金が多少上がっても必要な耐震化や老朽化対策を実施すべき」の 45.4%となって

います。以前の調査結果以上に水道施設の耐震化・老朽化対策の重要性がお客様に広

く認識いただいているものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.4% 51.5%

0.5%

1.1%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

水道施設の耐震化・老朽化対策 
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回答件数 回答割合

1 安いと思う 39 4.2%

2 どちらかと言えば安いと思う 84 9.0%

3 概ね適正な料金だと思う 474 50.7%

4 どちらかと言えば高いと思う 154 16.5%

5 高いと思う 51 5.5%

6 わからない 114 12.2%

無 無回答 18 1.9%

計 934

質問事項

 水道料金について 

水道料金に係る意見では、回答者全体の 50.7%が「概ね適正な料金だと思う」、22.0%

の方が「高いと思う」または「どちらかと言えば高いと思う」、13.2％の方が「安いと

思う」または「どちらかと言えば安いと思う」と回答しています。引き続き、適正な

料金水準等について検討し、お客様にご理解いただけるよう努める必要があります。 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

  

4.2%

9.0% 50.7% 16.5% 5.5% 12.2%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

水道料金 
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回答件数 回答割合

1 安全な水道水の供給 831 32.8%

2 断水等のない水道水の供給　 343 13.5%

3 おいしい水への取組み 240 9.5%

4 災害に備える取組み 524 20.7%

5 環境に配慮する取組み 52 2.1%

6 安い水道料金 283 11.2%

7 経営の効率化 40 1.6%

8 濁り水の対策 24 0.9%

9 水源の保全 122 4.8%

10 お客様サービスの向上 39 1.5%

11 広報の充実 12 0.5%

12 その他 2 0.1%

無 無回答 20 0.8%

計 2532

質問事項

 当企業団に期待することについて 

期待することを伺ったところ、「安全な水道水の供給」が最も多く、次いで「災害に

備える取組み」、「断水等のない水道水の供給」の順となっています。 

 

 

   

  

当企業団への期待 
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回答件数 回答割合

1 満足 204 21.8%

2 どちらかと言えば満足 437 46.8%

3 どちらとも言えない 254 27.2%

4 どちらかと言えば不満 11 1.2%

5 不満 4 0.4%

無 無回答 24 2.6%

計 934

質問事項

 当企業団の水道事業に対する満足度について 

水道事業に対する満足度について伺ったところ、回答者全体の 68.6%が「満足」ま

たは「どちらかと言えば満足」と回答しており、比較的多くのお客様に満足いただい

ている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.8% 46.8% 27.2%

1.2%

0.4%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

水道事業に対する満足度 
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第 3 章 将来の事業環境と課題 
 

  外部環境 
 

  将来の給水人口及び水需要 

越谷市及び松伏町を給水区域とする当企業団の給水人口は、土地区画整理事業等に

より増加していましたが、令和２年度（2020 年度）をピークに減少に転じ、令和６年

度（2024 年度）の 369,676 人に対して、本計画最終年の令和１７年度（2035 年度）

は 347,411 人（6.0%減）まで減少する見込みとなりました。 

また、給水人口の減少に相まって、節水型機器の普及やライフスタイルの変化等に

より、一日平均配水量は、令和６年度（2024 年度）の 102,215ｍ3/日に対して令和１

７年度（2035 年度）は 94,307ｍ3/日（7.7%減）まで減少する見込みです。 

 

 

 

 
 

  

6

7

8

9

10

11

12

34

35

36

37

38

39

40

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

一日平均配水量

一日最大配水量

（万㎥/日）

給水人口

（万人）

給水人口 一日平均配水量 一日最大配水量

 実績  推計 ⇒ 

 

 

 

 

給水人口・一日平均配水量・一日最大配水量の推移 

⇒ 
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  給水収益の減少 

給水人口が令和２年度（2020 年度）をピークに減少していることに加え、節水型機

器の普及やライフスタイルの変化等による水需要の減少に伴い、一日平均配水量・一

日平均有収水量が減少し、将来の給水収益は減少する見込みです。令和６年度（2024

年度）の一日平均有収水量は 99,085m3/日、給水収益は約６２億円であったのに対し、

令和１７年度（2035 年度）の一日平均有収水量は 91,666m3/日（7.5%減）、給水収益は

約５６億円（9.7%減）（現行料金を維持した場合）まで減少する見込みです。 

 
 
 

 

 
 
 

  埼玉県企業局から購入している県水の料金改定 

総配水量の約９割を占める県水について、令和８年（2026 年）４月には料金改定

(21.0%増)が予定されています。県水の購入費用の増加により、当企業団の営業費用

も増加が見込まれ、今後の水道事業経営に大きな影響を与えることから、その動向を

注視する必要があります。 

 
 
 

 

 

 

給水収益・配水量・有収水量の推移 

 実績  推計 ⇒ 

⇒ 
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  内部環境 

  浄・配水場施設及び設備の経年化 

これまでも計画的な浄・配水場施設の耐震化や設備の更新に取り組んできましたが、

将来にわたりお客様に安定的に水道水をお届けするため、引き続き、計画的に更新等

に取り組むことが重要です。 

浄・配水場の施設や設備には、それぞれ法定耐用年数が設定されていますが、この

年数に沿って更新を行うと、更新する時期に偏りが生じます。その結果、特定の年度

に多額の更新費用が必要となることから、予め将来の水需要等の推移を把握したうえ

で、適切な維持管理による施設・設備の延命化に努めるとともに、更新基準年数を参

考に計画的・効率的に更新を行う必要があります。 
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  配水管の経年化 

配水管については、基幹管路の耐震化を積極的に進めると同時に、布設してから相

当の期間が経過した配水管についても「管路更新計画」に基づき、計画的に更新を進

めてきました。 

浄・配水場施設や設備と同様、配水管にもまた法定耐用年数が設定されており、そ

の年数で更新した場合、過去に整備した配水管の更新時期と更新費用が集中し、将来

の事業経営に大きく影響することから、「更新基準年数」を参考に更新費用の平準化

を図るなど、中長期的な視点に基づき計画的・効率的に更新を行う必要があります。 
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  課題と方向性 

国土交通省が示した「新水道ビジョン」では、「確実な給水の確保」を『強靱』、「水

道水の安全の確保」を『安全』、「供給体制の持続性の確保」を『持続』と表現し、こ

れら３つの観点から水道の理想像を示しています。 

 

 

 

 

 

以下では、新水道ビジョンで示されている水道の理想像を踏まえたうえで、当企業

団が抱える課題とそれに対する方向性や当企業団に求められている事項について、

『強靱』、『安全』及び『持続』の観点から整理します。 

 

  

強靱 安全

持続

自然災害等による被災を最小限に
とどめ、被災した場合であっても、
迅速に復旧できるしなやかな水道

全ての国民が、いつでもどこでも、
水をおいしく飲める水道

給水人口や給水量が減少した
状況においても、健全かつ安定
的な事業運営が可能な水道

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、
いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道

50年後、100年後を見据えた水道の理想像を提示し、関係者間で認識を共有

〔強靭な水道〕 〔安全な水道〕

〔水道サービスの持続〕

水道の理想像
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 安全・安心な水道水を供給するため、様々なリスクに対する行動計画であ

る「水安全計画」を適切に運用するとともに「水質検査計画」に基づく水質

検査の精度向上に努めることが重要となります。 

 浄・配水場における井戸や設備等について、水源を確保しつつ安定した配

水を行うため、点検計画に基づく点検とそれに伴う修繕により、適切な維

持管理を行うことが重要となります。 

 経年化した配水管等について、濁水の発生や予期せぬ漏水を防止するため、

計画的な配水管洗浄や漏水調査を行い、適切な維持管理を行うことが重要

となります。 

 

  

 将来的な水需要の減少を考慮し、アセットマネジメントに基づき施設等や

配水管の計画的・効率的な更新を進めるとともに、適切な施設能力への規模

適正化を図ることが重要となります。 

 給水収益の減少が見込まれる中でも、施設等の耐震化・老朽化対策を計画的

に進めるため、将来の財政収支の見通しを基に、料金改定等を含めた収入確

保策について検討する必要があります。 

 持続的な水道事業経営を行うため、DX の推進や官民連携手法の調査・研究

による経営の効率化を行うとともに、職員の人材育成・技術の継承に努め、

実現可能性のある多様な広域化についても検討を進めることが重要となり

ます。 

 
 

 地震等の自然災害に耐え得る水道施設を目指し、浄・配水場施設及び避難所

等の重要給水施設へつながる配水管等の耐震化が重要となります。 

 老朽化する施設等について、適切な維持管理を行うとともに、更新事業の平

準化を図りながら、計画的・効率的に更新を進めることが重要となります。 

 災害発生時に迅速な対応を図るため、関係団体との連携を強化し、危機管理

計画の不断の見直しを行うとともに、災害用資機材を適切に備蓄・管理する

ことが重要となります。 

強靭 

安全 

持続 
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第 4 章 基本理念と基本方針 

 基本理念 

生きていくうえで必要不可欠な命の水を孫子の代まで送り続けられるよう、基本

理念に「世代（とき）を越え 命の水を送り続ける こしまつ水道」を掲げ、「強靱で

安定した水道事業の構築を目指して」、「安全な水の給水を目指して」、「持続可能な水

道事業経営を目指して」の３つの柱を基本方針としました。本計画においてもこの基

本理念と基本方針を念頭に、引き続き、各主要施策と実現方策に基づく事業を計画的

に実施し、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」にある１７の国

際目標にも貢献できるよう努めていきます。 

 

 
 

 
 

 

 

 

～SDGs 実施指針～ 

① あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現 

② 健康・長寿の達成 

③ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 

④ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

⑤ 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会 

⑥ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

⑦ 平和と安全・安心社会の実現 

⑧ SDGs 実施推進の体制と手段 

世代（とき）を越え 命の水を送り続ける こしまつ水道

基本理念
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基本方針 主要施策と実現方策

世
代
（
と
き
）
を
越
え

命
の
水
を
送
り
続
け
る

こ
し
ま
つ
水
道

強靱で安定した

水道事業の構築を

目指して

安全な水の

給水を

目指して

持続可能な

水道事業経営を

目指して

1-1 施設等の耐震化

（１）浄・配水場施設の耐震化
（２）配水管の耐震化

1-2 施設等の老朽化対策

（１）浄・配水場施設及び設備の更新
（２）配水管の更新

1-3 危機管理対策

（１）危機管理体制の充実

2-4 良質な水道水の維持

（１）貯水槽水道の適切な維持管理の促進
（２）給水装置工事事業者の施工技術向上

2-3 施設等の維持管理

（１）浄・配水場施設及び設備の維持管理
（２）配水管の維持管理

2-2 水源の確保

（１）地下水（自己水）及び県水の確保

2-1 水質検査

（１）水安全計画の適切な運用
（２）水質管理の徹底

3-1 経営基盤の強化

（１）経営の効率化
（２）人材育成と技術の継承
（３）広域化に向けた連携
（４）適正な水道料金の検討

3-4 環境への配慮

（１）エネルギー消費量の削減

3-3 お客様サービスの向上

（１）広報広聴活動の充実
（２）利便性の向上

3-2 施設等の規模適正化

（１）浄・配水場施設等及び配水管の規模適正化

 基本方針と施策体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※評価指標と目標値については P40 に掲載しています。
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第 5 章 主要施策と実現方策 

1. 強靱で安定した水道事業の構築を目指して 

 

 

 

 

 

 

水道は日常生活において欠くことのできないライフラインであり、水道事業者には、

将来にわたり安定的に水を供給することが求められています。また、平常時はもとよ

り、地震等の自然災害発生時、停電や水質事故等の非常時であっても、必要かつ十分

な水の供給に努めなければなりません。あらゆる自然災害や事故等に備え、積極的に

水道施設の耐震化・老朽化対策を実施するとともに、危機管理対策の充実を図ること

により、強靱で安定した水道事業の構築を目指します。 

 

1-1   施設等の耐震化 

 浄・配水場施設の耐震化 

近年、頻発化・激甚化する地震等の自然災害時であっても、必要かつ十分な水の供

給ができるよう、急所施設に位置付けられている浄・配水場施設の耐震化が重要とな

ります。耐震診断の実施により耐震性を有していない浄・配水場施設については、浄・

配水場更新計画及び上下水道耐震化計画に基づき、計画的・効率的に耐震化を実施し

ます。 

 

 

 配水管の耐震化 

管路更新計画及び上下水道耐震化計画に基づき、病院や避難所等の重要給水施設に

つながる基幹管路を優先的に耐震化し、地震発生時においてもこれらの施設で水道の

利用を確保することで利用者の安心を守ります。 

また、基幹管路以外の配水管についても、重要給水施設につながる管路、緊急輸送

道路などの重要路線に影響する管路、耐震型緊急用貯水槽を有する避難所などの施設

につながる管路の耐震化を優先的に実施します。 

 

1-１ 施設等の耐震化 

１-2 施設等の老朽化対策 

1-3 危機管理対策 
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1-2   施設等の老朽化対策 

 浄・配水場施設及び設備の更新 

浄・配水場更新計画に基づき、将来の水需要と更新基準年数等を踏まえた適切な施

設規模や能力を検討したうえで浄・配水場施設及び設備の更新を行うとともに、不要

となる導水管についても計画的に撤去等を行います。また、企業団庁舎や設備につい

ても、適切な維持管理と計画的な更新を実施します。 

 

 

 配水管の更新 

管路更新計画に基づき、老朽化が進む非耐震管が集中する地区の配水管、日々の点

検や漏水調査からリスクが高いと判断される配水管の更新を優先的に実施します。 

また、多くの管路が近い将来更新時期を迎えるため、更新基準年数を参考に中長期

的な整備と更新費用の平準化を考慮しながら計画的・効率的な更新を実施します。 

 

(ア) 新たな手法の導入検討 

今後見込まれる耐震化及び老朽化対策に伴う更新需要の増加に伴い、担い手である

職員の人材育成と技術の継承等が重要となる中、近年では工期短縮、更新率の維持向

上などを目的に、官民連携手法の一つである「設計と施工を一体的に発注する管路 DB

（デザインビルド）方式」の活用が注目されています。 

また、計画的・効率的に更新を行うため、過去に発生した漏水事故における管路の

状態等を機械学習した AI 診断等により更新の優先順位を決める新たな技術も注目さ

れていることから、これらの新たな手法の導入について調査・検討します。 
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1-3   危機管理対策 

 危機管理体制の充実 

(ア) 危機管理体制の強化 

災害発生時に迅速な対応を図るため、危機管理計画に基づく応急給水・応急復旧体

制を整備します。断水時には、給水区域内の避難場所など２３か所に設置されている

１基あたり 100m3の水道水の貯水が可能な「耐震型緊急用貯水槽」による拠点給水と、

各浄・配水場の貯水分を利用した運搬給水を実施します。また、災害時を想定した危

機管理訓練を実施し、職員の対応力向上を図るとともに、危機管理計画についても、

実効性のある内容となるよう不断の見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 関係団体との連携強化 

災害発生に伴う応急給水・応急復旧について、関係団体との協力体制が重要となる

ことから、（公社）日本水道協会と相互応援協定を締結するなど、関係団体との連携を

強化しています。また、災害発生時等の非常時であっても、迅速に応急給水・応急復

旧ができるよう、引き続き、関係団体との連携強化を図ります。 

 

(ウ) 災害用資機材等の計画的な備蓄 

災害発生に伴う応急給水・応急復旧で使用する資機材を備蓄していますが、それら

資機材等がより一層効果的な備蓄となるよう、引き続き、計画的に備蓄するとともに

適切に備蓄管理します。
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2. 安全な水の給水を目指して 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様へお届けする水道水は、浄水処理をした築比地浄水場と南部浄水場の地下水

（自己水）と埼玉県企業局から購入している県水を水源としています。水源から給水

栓（蛇口）までの全ての段階において、濁水による水質の悪化など様々なリスクが存

在することから、水質等の適切な監視等が重要となります。また、経年化した施設等

は破損等のリスクが高まり水道水の供給に大きな影響を及ぼすことから、適切な維持

管理とそれに伴う修繕が重要となります。 

これからも安全・安心な水道水をお届けするため「水質検査計画」に基づく計画的

な水質検査と各施設等の適切な維持管理を行うことで、安全で良質な水の安定供給を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

2-１ 水質検査 

２-２ 水源の確保 

２-３ 施設等の維持管理 

2-４ 良質な水道水の維持 
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2-1   水質検査 

 水安全計画の適切な運用 

水道水を供給する過程において、配水管内の錆等が剥離して発生する赤水による濁

水など様々なリスクが存在することから、適切な水質監視が重要となります。引き続

き、安全で良質な水を供給するため、水源から蛇口（給水栓）までの全ての段階にお

ける包括的なリスク評価と管理を定めた「水安全計画」を適切に運用します。 

 

 

 水質管理の徹底 

お客様に安全な水をお届けするため、水質検査については「水質検査計画」に基づ

き、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目に加え、水質管理目標設定項目

についても検査を行うとともに、水質検査の精度及び信頼性を確保するため、国等が

実施する外部精度管理に参加するなど、より安全な水質管理を図ります。 

また、給水区域内６か所に設置している末端水質監視装置により、色や濁り、残留

塩素について、２４時間の水質監視を行います。 

なお、水質検査の結果については、毎月ホームページにて公表し、お客様に安心し

てお使いいただけるよう努めます。 
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2-2   水源の確保 

 地下水（自己水）及び県水の確保 

水道水の供給には、地下水（自己水）と埼玉県企業局から購入している県水を水源

としています。地下水は配水量の約１割を担っており、平常時のみならず自然災害時

等の非常時においても活用が見込まれるため、地下水を取水する井戸の適切な維持管

理を行います。 

また、配水量の約９割を担う県水は、将来の水需要の減少に伴い受水量の減少が見

込まれますが、主要な水源であることから、県水の効果的な活用と安定的な受水が重

要となります。今後の水需要の動向及び地下水とのバランスを考慮しながら、引き続

き、県水を安定的に受水するため埼玉県企業局と連携強化を図ります。 

 
 

 

2-3   施設等の維持管理 

 浄・配水場施設及び設備の維持管理 

経年化した浄・配水場施設及び設備は破損等のリスクが高まり、水道水の供給に大

きな影響を及ぼすことから、適切な維持管理と修繕を行うことが重要となります。   

浄・配水場更新計画に基づき、施設等の健全性を確保し水道水の安定供給を図るた

め、状態監視保全及び時間計画保全などの各施設等の特性を考慮した適切な維持管理

とそれに伴う修繕を行います。 

 

 配水管の維持管理 

経年化した配水管は、配水管内に錆等が付着・蓄積しやすく、地震による揺れや流

速等の変化により赤水等の濁水が発生する場合があることから、令和８年度（2026 年

度）から１０か年を計画期間とする配水管の洗浄計画に基づき計画的な洗浄を行いま

す。 

 また、経年化した配水管は錆等の影響により漏水する場合があることから、目視、

音聴棒、漏水探知機を用いて計画的な点検・調査を行い、迅速な漏水修繕を行います。 
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2-4   良質な水道水の維持 

 貯水槽水道の適切な維持管理の促進 

マンションなどの集合住宅で貯水槽を使用している場合、貯水槽水道の適切な維持

管理が重要となることから、その設置者に対して、清掃・点検・水質検査等の維持管

理に関する周知・啓発を行い、引き続き、適切な維持管理を促進します。 

 

 

 給水装置工事事業者の施工技術向上 

お客様へ安全で良質な水道水を安定的にお届けするためには、適切な給水装置工事

の施工が重要となることから、施工技術の向上や指定給水材料に関する正しい知識の

習得を目的に「給水装置工事事業者講習会」への受講を促進し、引き続き、給水装置

工事事業者の施工技術の向上を図ります。 
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3. 持続可能な水道事業経営を目指して 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国的に水需要が減少し収益が減少する中、当企業団の水道事業においても、人口

減少や節水型機器の普及等の影響により水需要や収益の減少が見込まれます。その一

方、水道施設の耐震化・老朽化対策に対する多額の更新費用や埼玉県企業局から購入

している県水の値上げ等により費用の増加が見込まれます。 

このように、水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、将来にわたり健全な水道

事業を運営していくため、経営基盤の強化や水需要に合わせた水道施設の規模適正化

により、持続可能な水道事業経営を目指します。 

なお、地方公共団体は、自らの事務事業に関し、温室効果ガス排出量の削減などの

処置に関する計画（地方公共団体実行計画）を国の「地球温暖化対策計画」に則して

策定するように義務付けられていることから、本計画は、地球温暖化対策の推進に関

する法律第２１条第１項に基づく「地方公共団体実行計画（事務事業編）」に位置付け

るものです。 

 

 

 

 

 

 

  

3-1 経営基盤の強化 

3-2 施設等の規模適正化 

3-３ お客様サービスの向上 

3-４ 環境への配慮 
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3-1   経営基盤の強化 

 経営の効率化 

(ア) アセットマネジメントによる効率的な経営 

今後、経年化していく浄・配水場施設等や配水管の水道施設を計画的に更新するた

め、中長期的な水需要予測と更新需要の見通しを基に「水道施設総合管理計画」を改

訂し、計画的かつ効率的な水道施設の整備を進めることにより、水道施設のライフサ

イクルコストの低減を図り、水道施設の安全性や健全性を確保しながら効率的な事業

経営に取り組みます。 

 

(イ) 官民連携手法の導入検討 

水道事業の基盤強化やお客様サービスの向上等が図れるよう、民間の技術力やノウ

ハウ等を活用する官民連携手法の導入について、費用対効果などを考慮しながら、引

き続き、調査・検討します。 

 

(ウ) DX の推進 

水需要の減少等により収益が減少する中、水道施設の更新等に多額の費用が必要と

なることから、AI、ICT、IoT などを中心とする DX の導入は、持続可能な水道事業経

営につながることが期待されています。 

令和５年（2023 年）１月には水道マイページを導入したところであり、引き続き、

経費削減、業務の効率化、お客様サービスの向上等が図れるよう、DX の推進について

調査・検討します。 

 

 

 

 人材育成と技術の継承 

持続可能な水道事業経営には、担い手である職員の人材育成と技術水準の確保が重

要となります。引き続き、「越谷・松伏水道企業団研修計画」に基づく職員研修及び

（公社）日本水道協会等が開催する外部研修等を活用し、研修内容の充実を図るほか、

これまでに培った技術や経験を次世代の職員に継承するなど、人材の育成と技術の継

承に努めながら、適切な組織体制・定員管理に基づき、持続的な水道事業の運営に取

り組みます。 
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 広域化に向けた連携 

水道事業の基盤強化を図ることを目的として、「埼玉県水道ビジョン」に基づき、埼

玉県及び近隣事業体で構成する「埼玉県水道広域化実施検討部会（第２ブロック）」に

おいて意見交換を行ってきました。引き続き、各水道事業者の実情に応じた多様な広

域化について検討します。 

 

 

 適正な水道料金の検討 

水需要の減少に伴い給水収益が減少する一方、浄・配水場施設等及び配水管の耐震

化・老朽化対策等による費用の増加が見込まれるなど、水道事業を取り巻く環境が厳

しさを増す中、将来にわたり健全な水道事業経営を続けていくためには、経営の効率

化を図るほか、安定した財源の確保が重要となります。 

お客様へ安全・安心な水道水をお届けするため、健全な水道事業を運営する必要が

あることから、適切な時期に料金改定を行うことを想定し、引き続き、適正な料金水

準等について調査・検討します。 

 

 

 

3-2   施設等の規模適正化 

 浄・配水場施設等及び配水管の規模適正化 

人口減少やライフスタイルの変化等により、将来の水需要及び給水収益の減少が見

込まれる中、浄・配水場施設等及び配水管の施設能力を維持した場合、その運用や維

持管理等に係る費用が過大となることから、水需要に応じた最適な施設能力を検討す

る必要があります。 

本計画における中長期的な水需要予測等を考慮し、南部浄水場の廃止を予定するほ

か、今後、更新時期を迎える多くの配水管についても最適な口径となるようダウンサ

イジングを実施するなど、施設規模の適正化を図り持続可能な水道事業経営に取り組

みます。 
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3-3   お客様サービスの向上 

 広報広聴活動の充実 

これまでもお客様に水道事業への理解と関心を深めていただけるよう、「越谷市民

まつり」や「まつぶし町民まつり」へ参加するとともに「親子水道教室」などをはじ

めとする様々なイベントを実施してきました。 

今後も水の大切さや水道事業の取組みについて関心を深めていただけるよう、各種

イベントの実施はもとより、広報紙「水道だより」、ホームページ、水道マイページ、

SNS などあらゆる広報媒体を活用し、PR キャラクター「こしまつくん」とともに、よ

り多くのお客様に情報を発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利便性の向上 

令和５年（2023 年）１月より、使用水量及び支払金額の確認、水道の開始・中止の

申し込みなどの手続きがスマートフォンやパソコンから可能な「水道マイページ」を

導入し、お客様サービスの向上を図りました。 

また、近年では、通信機能を備えた「水道スマートメーター」を活用した検針業務

の効率化及び各種サービスの向上等が注目されるなど、新たな技術の導入についても

検討されています。 

引き続き、より一層のお客様サービスの向上を図るため、水道マイページの活用方

法や新技術の適用可能性等について調査・検討します。 

 

  

今後も PR を 

進めていくよ！ 
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3-4   環境への配慮 

 エネルギー消費量の削減 

温室効果ガス排出量を削減するため、引き続き、北部配水場の太陽光発電や西部配

水場の小水力発電による自然エネルギー・再生可能エネルギーを活用するとともに、

今後予定されている浄・配水場施設及び設備の更新時にも、省エネルギー・高効率設

備の積極的な導入について検討します。 

また、温室効果ガスについては、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づ

き、令和１７年度（2035 年度）までに二酸化炭素排出量を基準年度（平成２５年度

（2013 年度））比で６０%削減することを目標に掲げることで、環境に配慮した事業を

推進し、エネルギー消費量の削減を図ります。 
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4.    評価指標と目標値 
 
 
 
 

各主要施策等の取り組みによる効果と現状を把握するため、以下の評価指標と 

目標値を用いて定量的に評価するとともに、本計画の進捗状況についても適切に 

管理を行い、計画的な水道事業経営に努めます。 

 

標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※PI 

（公社）日本水道協会が策定した「水道事業ガイドライン」の規格。水道事業の状況を分析・評価する

ために用いる定量的な指標。 

 

 

 

 

A101 残留塩素濃度合計／残留塩素測定回数

A205 （貯水槽水道指導件数／貯水槽水道数）×100

B603
（耐震対策の施されたポンプ所能力
　／耐震化対象ポンプ所能力）×100

B604
（耐震対策の施された配水池有効容量
　／配水池等有効容量）×100

B605 （耐震管延長／管路延長）×100

B606-2
（基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長
　／基幹管路延長）×100

B607-2
（重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延長
　／重要給水施設配水管路延長）×100

C102
（営業収益＋営業外収益）
　／（営業費用＋営業外費用）×100

C112 （企業債残高／給水収益）×100

C113 （供給単価／給水原価）×100

― （水質検査適合数／全検査数）×100

― （水道マイページ実登録者数／給水戸数）×100

評価指標 PI 令和17年度目標値

① 平均残留塩素濃度

評価方法

0.4 ㎎/L 以下
0.1 ㎎/L 以上

100%⑪ 給水栓の水質基準適合率

⑫ 水道マイページ利用率 50%

93%

250％以下

100％以上

⑦ 重要給水施設配水管路の耐震適合率

⑧ 経常収支比率 100％以上

⑨ 給水収益に対する企業債残高の割合

⑩ 料金回収率

100%

100%④ 配水池の耐震化率

③ ポンプ所の耐震化率

43%⑥ 基幹管路の耐震適合率

62%⑤ 管路の耐震管率

100%

② 貯水槽水道指導率
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第 6 章 経営戦略 
 
 
経営戦略とは 

将来にわたり安定的に事業を継続していくために、公営企業を経営する全ての地

方公共団体等に対して総務省が策定を求める中長期的な経営の基本計画のことで

す。 

事業の効率化、経営健全化及び将来見通しを踏まえて、１０年以上の中長期に

わたり必要なサービスを提供することが可能になるよう、「投資計画」をはじめと

する支出と、「財政計画」による収入が均衡するように調整された収支計画（「投

資・財政計画」）を主な構成要素とします。 

 
 

  投資計画 

令和７年度（2025 年度）に改訂した「水道施設総合管理計画」による令和６７年度

（2085 年度）までの長期見通しを基に、１０か年（令和８年度～令和１７年度）の投

資計画を策定します。 

当該期間に行う主な内容は、浄・配水場施設の耐震化及び基幹管路を中心とする重

要給水施設につながる管路の優先的な耐震化と老朽管路の更新などです。また、将来

の水需要の減少等に伴い施設規模の適正化を図るため南部浄水場を廃止します。 

 

 

  投資に関する目標 

・急所施設である浄・配水場施設の耐震化。 

・基幹管路及び重要給水施設へつながる配水管の優先的な耐震化。 

・将来の水需要と更新基準年数を踏まえた浄・配水場施設等及び配水管の老朽 

 化対策。 

・将来の水需要の減少等に伴い施設規模の適正化を図るため南部浄水場を廃止。 
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  更新基準年数の設定 

浄・配水場施設等や配水管には、それぞれ法定耐用年数が定められており、この年

数で更新した場合、過去に整備した施設等の更新時期と更新費用が特定の年度に偏り、

一時的に経営への負荷が集中することとなります。そのため、施設等の維持管理と修

繕等を適切に行うとともに、各施設等の特性を考慮した「更新基準年数」を設定する

ことで更新費用の平準化を図り、計画的・効率的に施設整備を進めます。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

法定耐用年数 更新基準年数の設定値

建築 ５０年 ７０年

土木 ６０年 ７３年

電気 ６～20年 26～27年

機械 10～17年 23～27年

計装 10年 20～22年

工種

法定耐用年数 更新基準年数の設定値

５０年

120年

８０年

60年

40年

40年

100年

40年

60年

40年

硬質塩化ビニル管

管種区分

ポリエチレン管 （高密度、熱融着継手を有する）

ポリエチレン管 （上記以外のもの）

ステンレス管 （耐震継手を有する）

ステンレス管 （上記以外のもの）

40年

鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管　（耐震継手GX型）

ダクタイル鋳鉄管　（耐震継手NS型）

ダクタイル鋳鉄管　（上記以外のもの）

鋼管

施設・設備の更新基準年数 

配水管の更新基準年数 
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  投資計画（令和８年度～令和１７年度） 
 

  浄・配水場施設及び設備の耐震化と更新 

近年、頻発化・激甚化する地震等の自然災害時であっても、必要かつ十分な水の供

給ができるよう、急所施設に位置付けられている浄・配水場施設の耐震化が重要とな

ることから、浄・配水場更新計画及び上下水道耐震化計画に基づき、耐震性を有して

いない施設の耐震化を実施します。 

また、老朽化した施設・設備は破損等のリスクが高まるため、適切な維持管理と計

画的な更新が重要となります。本計画期間内では、将来の水需要の減少等を考慮し、

南部浄水場を廃止するとともに、廃止後の効率的な水運用と安定供給を図るため、築

比地浄水場のろ過池を改修するなど、老朽化が進む施設・設備についても計画的・効

率的な更新を実施します。 

 

 
単位：億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新費用とスケジュール 

　 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

耐震・補強事業

1.0 0.7 3.6 5.6

ろ過池改修事業

4.7 6.3 0.7

東部配水場 耐震・補強事業

0.1 0.1 4.1

西部配水場 耐震・補強事業

0.9 9.5

南部浄水場 浄水場の解体

0.7 6.7 6.7

4.6 4.2 4.0 2.2 15.3 0.8 3.5 0.8 3.0 16.7

築比地浄水場

その他事業
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  配水管の耐震化と更新 

管路更新計画及び上下水道耐震化計画に基づき、病院や避難所等の重要給水施設に

つながる基幹管路を優先的に耐震化するほか、基幹管路以外の配水管についても、重

要給水施設につながる管路、緊急輸送道路などの重要路線に影響する管路、耐震型緊

急用貯水槽を有する避難所などにつながる管路を優先的に耐震化します。 

また、過去に集中して整備した管路の多くが近い将来更新時期を迎えることから、

更新基準年数を参考に、老朽化が進む非耐震管が集中する地区の管路、日々の点検や

漏水調査からリスクが高いと判断される管路を優先的に更新するなど、計画的・効率

的な更新を実施します。 

 

 

 
 

更新費用とスケジュール 

項目 単位 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
合計

（R8～R17）

更新事業量（延長） m 12,508 12,951 12,272 12,736 12,709 12,814 12,108 12,487 12,627 12,677 125,889

基幹管路 m 400 843 164 628 601 706 0 379 519 569 4,809

配水管
（口径350mm以下）

m 12,108 12,108 12,108 12,108 12,108 12,108 12,108 12,108 12,108 12,108 121,080

更新費用 億円 29.4 29.9 30.9 33.9 35.0 33.0 35.7 36.3 39.4 37.8 341.3

基幹管路 億円 7.4 5.4 6.0 8.0 9.0 7.4 8.4 10.6 10.3 11.1 83.6

配水管
（口径350mm以下）

億円 21.4 23.3 23.7 24.1 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 245.5

委託料 億円 0.6 1.2 1.2 1.8 1.5 0.7 2.0 0.0 3.0 0.2 12.2
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  水道施設整備事業費（令和８年度～令和１７年度） 

以下の図は、令和８年度（2026 年度）から１０年間の水道施設整備事業費の推移を

示しています。 

水需要の増加に伴い、過去に集中して整備した施設等や配水管の多くが近い将来更

新時期を迎えるほか、近年の物価上昇等による工事費用等の増加も影響し、事業費の

総額は約 448 億円（浄・配水場施設及び設備：約 107 億円、配水管：約 341 億円）、

１年あたりの平均費用は約 44.8 億円（浄・配水場施設及び設備：約 10.7 億円、配水

管：約 34.1 億円）を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

＜総額＞ 約 448 億円 ＜年平均＞約 44.8 億円 

単位：億円

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 合計

施設及び設備 11.2 21.4 8.4 14.6 26.1 0.8 3.5 0.8 3.0 16.7 106.5

配水管 29.4 29.9 30.9 33.9 35.0 33.0 35.7 36.3 39.4 37.8 341.3

更新費用 40.6 51.3 39.3 48.5 61.1 33.8 39.2 37.1 42.4 54.5 447.8

29.4 29.9 30.9
33.9 35.0

33.0
35.7 36.3

39.4
37.8

11.2

21.4

8.4

14.6

26.1

0.8

3.5 0.8

3.0

16.7

0

10

20

30

40

50

60

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

（億円）

配水管 施設及び設備

 
水道施設整備事業費の推移 
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  財政計画 

 

財政計画については、今後の人口減少等を踏まえた水需要予測から積算した給水収

益をはじめ「管路更新計画」及び「浄・配水場更新計画」で積算した投資計画などを

基に策定（試算）します。 

これまでの決算額を参考に近年の物価上昇等も考慮した将来の財政計画を試算す

るとともに、健全経営を維持するために必要な財源の確保についても検討します。 

引き続き、世代間負担の公平性の観点からバランス良く企業債を活用するとともに、

徹底した経費削減と費用の平準化を図り、将来の事業環境の変化等を見据えながら、

適正な水道料金水準等について調査・検討します。 

 

  収益的収支 

給水収益をはじめとする「収益的収入」と埼玉県企業局から県水を購入する費用（県 

水受水費）や職員給与費、資産の取得に伴って発生する減価償却費などをはじめとす

る「収益的支出」における将来見通しの基本的な考え方は以下のとおりです。 

 

 

単位：億円（税抜き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計値（収益的収支） 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

収益的収入 71.3 71.0 70.4 69.8 69.2 68.8 68.2 67.8 67.3 66.7
営業収益 63.0 62.7 62.1 61.6 61.1 60.7 60.1 59.6 59.1 58.7

うち給水収益 60.2 59.8 59.2 58.7 58.2 57.9 57.2 56.7 56.2 55.8
営業外収益 8.2 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.0

うち長期前金戻入 7.8 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.5
特別利益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

収益的支出 69.1 70.6 71.5 78.4 80.5 76.4 73.7 73.6 74.7 74.2
営業費用 67.6 69.0 69.7 69.9 71.9 74.2 71.4 71.4 72.3 71.8

職員給与費 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
動力費 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
県水受水費 24.6 24.9 25.8 25.7 25.5 25.4 25.2 25.0 24.8 24.7
減価償却費 24.3 25.0 25.2 25.5 26.0 25.9 26.5 27.2 27.6 27.6
資産減耗費 0.5 0.9 0.5 0.5 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
その他営業費用 9.0 9.0 8.9 9.0 10.0 13.1 10.0 9.4 10.2 9.8

営業外費用 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
うち支払利息 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4

特別損失 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 0.4 ▲ 1.1 ▲ 8.6 ▲ 11.3 ▲ 7.6 ▲ 5.4 ▲ 5.9 ▲ 7.4 ▲ 7.5
※端数整理のため合計値が一致しない場合があります。

年度

当年度純損益
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 収益的収入 

 

推計項目 推計方法 

営

業

収

益 

給水収益 水需要予測における将来の有収水量と供給単価から算出。 

その他 過年度実績等から算出。 

営

業

外

収

益 

長期前受金戻入 
既存取得分は予定額から算出。 

新規取得分は水道施設総合管理計画の投資計画に係る負担金等から算出。 

その他 過年度実績等から算出。 

 

 

 

 

 

60
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66
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72
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80

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

収入・支出

（億円）
収入 支出

収益的収支の推移 
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 収益的支出 

 

推計項目 推計方法 

営

業

費

用 

職員給与費 令和６年度（2024 年度）の実績から算出。 

動力費 過年度実績、将来総配水量等から算出。 

県水受水費 
過年度実績、将来総配水量、自己水源（地下水）の取水量等から算出。 

令和８年度（2026 年度）以降は県水の料金改定を見込む。 

減価償却費 
既存取得分は予定額から算出。 

将来取得分は水道施設総合管理計画における投資計画等を踏まえて算出。 

その他 過年度実績から算出。 

営

業

外

費

用 

支払利息 
既発分は支払予定額から算出。 

新発分は借入利率２.０％（３０年元金均等償還、据置期間なし）で算出。 

その他 過年度実績から算出。 

特別損失 
令和１１年度（2029 年度）と令和１２年度（2030 年度）に南部浄水場解体

費用を算出。 
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  資本的収支 

浄・配水場施設・設備及び配水管の耐震化や更新に伴う「資本的支出」と支出に対

する財源である「資本的収入」における将来見通しの基本的な考え方は以下のとおり

です。 

単位：億円（税込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推計値（資本的収支） 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

収入・支出

（億円）
資本的収入 資本的支出

資本的収支の推移 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

資本的収入 17.9 26.3 15.6 16.2 26.8 10.2 13.3 13.1 12.9 25.8
企業債 11.8 19.1 11.2 10.0 22.3 6.0 8.0 8.6 8.2 21.2
国庫補助金 1.5 3.0 0.5 2.5 1.0 0.8 1.9 1.0 1.1 1.0
加入者分担金 3.2 2.9 2.6 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
工事負担金 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

資本的支出 51.7 61.8 49.7 52.2 62.2 43.4 47.9 46.1 51.1 61.8
建設改良費 42.4 52.9 41.1 43.8 54.5 35.4 40.4 38.7 43.9 54.6

職員給与費 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
委託料 3.5 2.6 1.3 2.9 1.5 0.7 2.0 0.0 5.2 1.2
工事請負費 36.7 48.5 37.6 38.7 50.8 32.9 36.6 36.8 36.9 51.6
営業設備費 1.1 0.8 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
庁舎整備費 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

企業債償還金 9.3 8.9 8.6 8.4 7.7 8.0 7.5 7.5 7.2 7.2

資本的収支（資金不足額） ▲ 33.8 ▲ 35.5 ▲ 34.1 ▲ 36.0 ▲ 35.4 ▲ 33.2 ▲ 34.6 ▲ 33.0 ▲ 38.3 ▲ 36.1
※端数整理のため合計値が一致しない場合があります。
※消費税率は一律１０%で計算しています。

年度



第 6 章 経営戦略  

５０ 

 

（１） 資本的収入 

 

推計項目 推計方法 

資

本

的

収

入 

企業債 ３０年元金均等償還、据置期間なしで算出。 

国庫補助金 上下水道耐震化計画に係る投資計画を踏まえて算出。 

加入者分担金 過年度実績、将来の給水戸数の見込み等を踏まえて算出。 

工事負担金 
過年度実績、越谷市・松伏町からの受託工事に係る負担金等の見込みを踏

まえて算出。 

 

 

（２） 資本的支出 

 

推計項目 推計方法 

資

本

的

支

出 

職員給与費 令和６年度（2024 年度）の実績から算出。 

委託料 

工事請負費 
過年度実績、水道施設総合管理計画の投資計画等を踏まえて算出。 

企業債償還金 
既発分は償還予定額から算出。 

新発分は３０年元金均等償還、据置期間なしで算出。 

その他 過年度実績から算出。 
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  投資・財政計画（収支計画） 

  投資・財政計画（収支計画） 

 収益的収支及び資本的収支を反映した令和８年度（2026 年度）から１０年間の財政

収支見通しを以下に示します。投資・財政計画において、「安定した経営の持続」と

は、以下の３つのバランスが適正に保たれていることが重要となります。 

 

 

 Ⅰ．水道料金収益によって毎年の営業活動に必要な費用が賄われていること 

 Ⅱ．不測の事態等に対応可能な資金（自己資金）が確保されていること 

 Ⅲ．借入れ（企業債）による資金調達が将来の経営を悪化させないこと 

 

 

現行の料金体系を維持した場合の試算 

①収益的収支及び当年度純損益の推移 

人口及び水需要の減少に伴い給水収益が減少する一方、令和８年（2026 年）４ 

月からの県水の料金改定（改定率 21.0％増）による県水受水費の増加及び物価上 

昇等による動力費等の費用の増加により純利益（黒字）は減少し、令和１０年度 

（2028 年度）には純損失（赤字）が発生する見込みです。 

 

 

 

  

 

当年度純損益の推移 
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②資金残高の推移 

資金残高については、令和６年度（2024 年度）末では約９８億円の残高があり 

ますが、水道事業の主な財源である水道料金収入が減少する一方、施設等の耐震 

化・老朽化対策等に要する費用が増加する影響により、令和１３年度（2031 年度） 

には資金残高がマイナスとなる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③企業債残高等の推移 

水道施設は世代を超えて使用されるため、将来世代との負担の公平性を図る観 

点から、主に施設等の更新費用の財源として企業債を活用します。 

企業債の残高は、令和６年度（2024 年度）末で約８０億円ですが、施設等の耐 

震化・老朽化対策に要する費用の増加が見込まれることから、企業債の借入額及 

び残高等も増加する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金残高の推移 
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料金改定をした場合の試算 

  将来にわたり健全な水道事業を運営するため、計画期間中（令和８年度から令 

和１７年度）の純利益（黒字）の維持、今後の施設等の耐震化・老朽化対策等の 

費用に必要な財源及び不測の事態に備えるための資金を確保する必要があるこ 

とから、純損失（赤字）が発生する令和１０年度（2028 年度）に約 26％の料金改 

定が必要となる見込みです。 

なお、この財政計画上の収支見込みは、今後の水需要や物価上昇等の予測に基 

づき試算した結果であり、料金改定の時期や改定率を決定するものではありませ 

ん。引き続き、投資の合理化及び経費の節減等に努めるとともに、水道事業の主 

たる財源である水道料金についても、お客様への影響を勘案しながら、適正な料 

金水準等となるよう検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

当年度純損益の推移 
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資金残高の推移 
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  投資・財政計画における今後検討予定の取組み 

投資及び費用に係る調査・検討 

①水需要に応じた施設等の規模適正化 

   本投資計画では、施設等の規模適正化について検討を行い、配水管のダウン 

サイジング及び南部浄水場の廃止に係る経費と効果を反映しています。 

今後は、この投資計画を実行していく中で、水需要の動向を踏まえながら、 

維持管理費の削減を図るため、長期的な視点で更なる規模適正化について調 

査・検討します。 

②広域化に向けた連携 

   水道事業の基盤強化を図ることを目的に、埼玉県及び近隣事業体で構成する 

「埼玉県水道広域化実施検討部会（第２ブロック）」において意見交換を行って 

きました。引き続き、「埼玉県水道ビジョン」に基づき、実現可能性のある連携 

等を含めた多様な広域化に向けて検討します。 

 

財源確保に係る調査・検討 

①適正な水道料金の検討 

   本経営戦略では、施設等の適切な維持管理等によるライフサイクルコストの 

低減と将来世代への負担が過度に増加しない範囲での企業債の活用を行った上 

で、なお不足する財源を確保するための料金改定を見込んでいますが、引き続 

き、経費の節減に努めるとともに、財政収支の推移に注視しながら適正な料金 

水準等となるよう調査・検討します。 

②国庫補助制度の活用 

   浄・配水場施設等及び配水管の更新時には、国庫補助制度を有効活用できる 

  よう国の動向等に注視し、財源の確保に努めます。 
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第 7 章 進捗管理 
 

  計画の進捗管理（フォローアップ） 

本計画の進捗状況については、第５章で定めた評価指標を用いて実施するとともに、

社会経済情勢等による様々な状況変化に対して適切に対応できるよう、計画策定

（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善検討（Action）のサイクルによる進捗管理

を行います。 
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進捗管理
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改善検討 評価

 目標の設定

 事業計画
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PDCA サイクルを用いた進捗管理 



 

 

 

  



 

 

 

 

 


